
○岡山市立学校施設の使用に関する規則 

平成１３年２月２０日 

市教育委員会規則第３号 

改正 平成１６年８月２４日市教育委員会規則第５号 

平成１７年２月２２日市教育委員会規則第１０号 

平成１８年１２月２６日市教育委員会規則第２１号 

平成２１年３月２４日市教育委員会規則第６号 

平成２９年１月２４日市教育委員会規則第２号 

平成３０年１月２５日市教育委員会規則第２号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，岡山市立学校管理規則（昭和３８年市教育委員会規則第６号）第２

５条に規定する学校の施設（以下「学校施設」という。）の使用に関し，必要な事項を

定めるものとする。 

（使用許可の範囲） 

第２条 学校施設は，次の各号のいずれかに該当する場合は，学校教育上支障のない限り，

社会教育その他公共のために使用させることができる。 

（１） 法律又は法律に基づく命令の規定に基づいて使用する場合 

（２） 公の機関等（国又は地方公共団体並びに地方公共団体が出資している法人又は

公共団体若しくは公共的団体をいう。）が，その団体等の本来の目的を達成するため

又は地域住民の公の利益を目的として行う事業のために使用する場合 

（３） 学校関係団体（PTA，小・中学校体育連盟等，学校運営に密接な関係があり，そ

の構成員がすべて教職員によるもの又はその構成に教職員が含まれる公共的な事業を

行う団体をいう。）が，その本来の活動目的を達成するために使用する場合 

（４） 地域関係団体（地域住民の利益，福祉等を目的として設立された非営利団体で

あり，公の支配に属しない事業を行う団体ではないものをいう。）が，その本来の活

動目的を達成するために使用する場合 

（５） その他岡山市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が特に使用を認めた

場合 



（使用許可の禁止） 

第３条 学校施設は，法令に別段の定めのあるもののほか，次の各号のいずれかに該当す

る場合は，使用を許可しない。 

（１） 学校教育上支障があるとき。 

（２） 公安を害し，風俗を乱し，その他公共の福祉に反するおそれがあるとき。 

（３） 専ら私的営利を目的とするとき。 

（４） 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。 

（５） その他教育上特に支障があるなど使用が適当でないと教育委員会が認めるとき。 

（使用の申請） 

第４条 学校施設を使用しようとするものは，使用しようとする日の前日から起算して１

０日前までに学校施設使用申請書（様式第１号）を校長を経て教育委員会に提出し，そ

の許可を受けなければならない。ただし，教育委員会が特に認めるときは，校長を経ず

に申請書を提出することができる。 

２ 校長は，前項の申出に対しては，意見を付さなければならない。ただし，校長が予め

使用を承諾したことについて申請者が教育委員会に書面で示した場合において，教育委

員会が特に認めるときはこの限りでない。 

３ 教育委員会が使用を許可したときは，学校施設使用許可書（様式第２号）を申請者に

交付するものとする。 

４ 学校施設の許可を受けたものが，その使用目的を変更しようとするときは，教育委員

会の許可を受けなければならない。 

（使用の条件） 

第５条 学校施設の使用を許可する場合は，使用者に次の条件を付するものとする。 

（１） 使用者は施設の使用に関して生じた一切の事故についてその責めを負うものと

し，施設又は設備を損傷し，又は亡失したときは，使用者はそれによって生じた損害

を賠償すること。 

（２） 使用者は，使用後速やかに施設及び設備を原状に復し，校長の検査を受けて返

還すること。 

（３） 災害発生のため当該学校施設が使用不能になった場合，災害救助法（昭和２２



年法律第１１８号）又は岡山市災害救助条例（昭和３０年市条例第２７号）の適用に

よって当該学校施設が避難所に指定された場合その他学校施設に必要が生じた場合は，

使用者が使用許可を受けていても使用できないこと。 

（４） 使用の権利を他に譲渡し，又は転貸しないこと。 

２ 前項に掲げるもののほか教育委員会が必要と認める場合には，条件を付加することが

できる。 

（使用時間） 

第６条 学校施設の使用時間は，原則として午前８時３０分から午後９時００分までの間

で，校長が学校教育上又は学校管理運営上支障がないと認めた時間とする。 

（使用料） 

第７条 学校施設の使用料は，岡山市立学校条例（昭和３９年市条例第４９号）の定める

ところによる。 

（使用料の減免） 

第８条 岡山市立学校条例第３条第２項の規定により使用料を減免を受けることができる

場合は，次のとおりとする。 

（１） 第２条第１項第１号から第４号に掲げる使用の場合 

（２） その他教育委員会が特別な理由があると認める場合 

２ 使用料の減免を受けようとするものは，学校施設使用申請書の提出を行う際に，学校

施設使用料減免申請書（様式第３号）を併せて，提出しなければならない。 

（使用の取消し又は中止） 

第９条 教育委員会は，使用許可を受けたものが，次の各号のいずれかに該当すると認め

られるとき又は学校施設を使用する必要が生じたときは，その許可を取り消し，又は使

用の中止を命ずる等必要な措置をとることができる。 

（１） この規則又は他の関係法令の規定に違反するとき。 

（２） 使用申請書に虚偽の事実を記載したとき。 

（３） 許可を得ずして使用の目的を変更し，又は使用権の譲渡若しくは転貸を行った

とき。 

２ 前項に規定する使用許可の取消しは，校長の報告に基づいて教育委員会が行うものと



する。 

３ 前項の取消しにより，使用者に損害が生ずることがあっても，市はその賠償の責めを

負わない。 

（委任） 

第１０条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，教育委員会が別に定める。 

附 則 

１ この規則は，平成１３年４月１日から施行する。 

２ 旧御津町及び旧灘崎町の区域内の学校の施設の使用許可，使用料，使用時間及び使用

料減免の取扱いについては，平成１７年３月３１日までの間，第２条から第９条までの

規定にかかわらず，それぞれ，編入前の御津町立学校の施設等の使用に関する条例（昭

和２９年御津町条例第１号）及び編入前の灘崎町立学校施設使用料徴収条例（昭和５７

年灘崎町条例第８号）の例による。 

３ 旧建部町及び旧瀬戸町の区域内の学校施設の使用については，平成１９年３月３１日

までの間，編入前の建部町立学校設備の使用条例（昭和４２年建部町条例第５４号），

瀬戸町立学校施設使用料徴収条例（昭和５８年瀬戸町条例第９４５号）及び瀬戸町立学

校施設等使用要綱（平成１４年瀬戸町教育委員会告示第２号）の例による。 

附 則（平成１６年市教育委員会規則第５号） 

この規則は，平成１６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１７年市教育委員会規則第１０号） 

この規則は，平成１７年３月２２日から施行する。 

附 則（平成１８年市教育委員会規則第２１号） 

この規則は，平成１９年１月２２日から施行する。 

附 則（平成２１年市教育委員会規則第６号） 

この規則は，平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年市教育委員会規則第２号） 

この規則は，平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年市教育委員会規則第２号） 

この規則は，平成２９年４月１日から施行する。 









様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第８条関係） 


